
第 4 7 号 議 案

令和元年 11 月 27 日
任用給与課・試験課

警視庁職員任用規程の一部改正について

標記の件について、警視総監から申請があったので、下記のとおり一部改正

を承認する。

記

１ 改正事項

巡査部長及び警部補昇任試験等の術技要件の改正

２ 改正内容

改正概要及び新旧対照表のとおり

３ 施行期日

令和３年３月１日
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警視庁職員任用規程の改正概要

【内容】

○ 巡査部長及び警部補昇任試験等の実施基準における術技の要件を下表のとおり

改正する。

階級 試験・選考 術技の要件

巡査部長
選抜昇任選考

昇任試験

【現行】柔剣道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及び

けん銃の有級者。ただし、女性警察官については、逮捕

術、合気道又は柔剣道の有級者

【改正後】柔道、剣道又は合気道いずれか初段以上で、

かつ、逮捕術及び拳銃操法が有級の者

※女性警察官について、柔道、剣道又は合気道の要件

を有級から初段以上に変更し、拳銃操法の要件を追加

警部補 昇任試験

【理由】

○ 警視庁における女性警察官の登用の拡大の推進に伴い、第一線の現場執行力強化

及び受傷事故防止を図る必要がある。女性警察官についても、男性警察官と同様の

術技の能力が求められることから、術技要件を見直す。

【施行期日】

○ 令和３年３月１日

［改正事項] 巡査部長及び警部補昇任試験等の術技要件の改正
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改 正 案 現 行

第１条から第43条まで（現行のとおり） 第１条から第43条まで（略）

附 則

この訓令は、令和３年３月１日から施行する。

別表第１から別表第９の２まで（現行のとおり） 別表第１から別表第９の２まで（略）

警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表
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改 正 案 現 行

別表第９の３（第１５条関係）

選 抜 昇 任 の 選 考 実 施 基 準

種 別
一 部 二 部 専 門 音楽隊員 航空機操縦員 柔剣道指導員 特別捜査官

階級等

巡査として、Ⅰ 巡査として、Ⅰ 次のいずれにも 次のいずれにも 次のいずれにも 次のいずれにも
類、Ⅱ類採用者は 類採用者は８年、 該当する者である 該当する者である 該当する者である 該当する者である
３年、Ⅲ類採用者 Ⅱ類採用者は１０ こと。 こと。 こと。 こと。

巡 は４年以上の勤務 年、Ⅲ類採用者は １ 巡査として、 １ 巡査として、 １ 巡査として、 １ 巡査として、
勤 実績を有する者 １２年以上の勤務 Ⅰ類採用者は７ Ⅰ類採用者は７ Ⅰ類採用者は７ Ⅰ類採用者は３

実績を有する者 年、Ⅱ類採用者 年、Ⅱ類採用者 年、Ⅱ類採用者 年、Ⅱ類採用者
は９年、Ⅲ類採 は９年、Ⅲ類採 は９年、Ⅲ類採 は５年、Ⅲ類採
用者は１１年以 用者は１１年以 用者は１１年以 用者は７年以上
上の勤務実績を 上の勤務実績を 上の勤務実績を の勤務実績を有

務 有する者 有する者 有する者 する者
２ 交通、警備、 ２ 現に音楽隊員 ２ 現に航空機操 ２ 現に柔剣道助

公安、刑事、生 であつて かつ 縦員であつて、 教であつて、か、 、
活安全、組織犯 音楽隊員として かつ、航空機の つ、柔剣道助教

査 罪対策のいずれ ３年以上の勤務 操縦員として３ として３年以上
年 かの部の捜査又 実績を有する者 年以上の勤務実 の勤務実績を有

は情報担当の巡 績を有する者 する者
査及びこれに相
当する警察署の
巡査として現に

数 捜査等に従事中
の者であつて、
かつ、これらの
職務に３年以上

部 の勤務実績を有
する者

術 柔道、剣道又は合気道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及び拳銃操法が有級の者 柔剣道いずれか
、 、５段以上で かつ

技 逮捕術上級の者

平素の勤務成績
勤 が著しく優秀な者
務 で、一階級上位の 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

長 成 階級に必要な能力
績 を有すると認めら

れる者

選考 平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。
方法

巡査部長として 巡査部長として 次のいずれにも 現に音楽隊員で 現に航空機操縦 現に柔剣道教師 特別捜査官とし
、 、 、 、３年以上の勤務実 １０年以上の勤務 該当する者である あつて、かつ、音 員であつて かつ 又は助教であつ て任用され かつ

績を有する者 実績を有する者 こと 楽隊に勤務する巡 航空機の操縦に従 て、かつ、武道指 巡査部長として３
警 勤 １ 巡査部長とし 査部長として６年 事する巡査部長と 導に従事する巡査 年以上の勤務実績

て９年以上の勤 以上の勤務実績を して６年以上の勤 部長として６年以 を有する者
務実績を有する 有する者 務実績を有する者 上の勤務実績を有
者 する者

務 ２ 交通、警備、
公安、刑事、生
活安全、組織犯
罪対策のいずれ
かの部の捜査又

年 は情報担当の巡
査部長及びこれ
に相当する警察

部 署の巡査部長と
して現に捜査等

数 に従事中の者で
あつて、かつ、
これらの職務に
巡査部長として
３年以上の勤務
実績を有する者

術 柔剣道いずれか
技 ６段以上の者

平素の勤務成績
補 勤 が著しく優秀な者

務 で、一階級上位の 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者
成 階級に必要な能力
績 を有すると認めら

れる者

選考 平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。
方法

勤務
警部補として４年以上の勤務実績を有する者警 年数

勤務
平素の勤務成績が著しく優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

成績

選考部 平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。
方法

別表第９の３（第１５条関係）

選 抜 昇 任 の 選 考 実 施 基 準

種 別
一 部 二 部 専 門 音楽隊員 航空機操縦員 柔剣道指導員 特別捜査官

階級等

巡査として、Ⅰ 巡査として、Ⅰ 次のいずれにも 次のいずれにも 次のいずれにも 次のいずれにも
類、Ⅱ類採用者は 類採用者は８年、 該当する者である 該当する者である 該当する者である 該当する者である
３年、Ⅲ類採用者 Ⅱ類採用者は１０ こと。 こと。 こと。 こと。

巡 は４年以上の勤務 年、Ⅲ類採用者は １ 巡査として、 １ 巡査として、 １ 巡査として、 １ 巡査として、
勤 実績を有する者 １２年以上の勤務 Ⅰ類採用者は７ Ⅰ類採用者は７ Ⅰ類採用者は７ Ⅰ類採用者は３

実績を有する者 年、Ⅱ類採用者 年、Ⅱ類採用者 年、Ⅱ類採用者 年、Ⅱ類採用者
は９年、Ⅲ類採 は９年、Ⅲ類採 は９年、Ⅲ類採 は５年、Ⅲ類採
用者は１１年以 用者は１１年以 用者は１１年以 用者は７年以上
上の勤務実績を 上の勤務実績を 上の勤務実績を の勤務実績を有

務 有する者 有する者 有する者 する者
２ 交通、警備、 ２ 現に音楽隊員 ２ 現に航空機操 ２ 現に柔剣道助

公安、刑事、生 であつて かつ 縦員であつて、 教であつて、か、 、
活安全、組織犯 音楽隊員として かつ、航空機の つ、柔剣道助教

査 罪対策のいずれ ３年以上の勤務 操縦員として３ として３年以上
年 かの部の捜査又 実績を有する者 年以上の勤務実 の勤務実績を有

は情報担当の巡 績を有する者 する者
査及びこれに相
当する警察署の
巡査として現に

数 捜査等に従事中
の者であつて、
かつ、これらの
職務に３年以上

部 の勤務実績を有
する者

術 柔剣道いずれか初段以上で かつ 逮捕術及びけん銃の有級者 ただし 女性警察官については 柔剣道いずれか、 、 。 、 、
、 、５段以上で かつ

技 逮捕術、合気道又は柔剣道の有級者 逮捕術上級の者

平素の勤務成績
勤 が著しく優秀な者
務 で、一階級上位の 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

長 成 階級に必要な能力
績 を有すると認めら

れる者

選考 平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。
方法

巡査部長として 巡査部長として 次のいずれにも 現に音楽隊員で 現に航空機操縦 現に柔剣道教師 特別捜査官とし
、 、 、 、３年以上の勤務実 １０年以上の勤務 該当する者である あつて、かつ、音 員であつて かつ 又は助教であつ て任用され かつ

績を有する者 実績を有する者 こと 楽隊に勤務する巡 航空機の操縦に従 て、かつ、武道指 巡査部長として３
警 勤 １ 巡査部長とし 査部長として６年 事する巡査部長と 導に従事する巡査 年以上の勤務実績

て９年以上の勤 以上の勤務実績を して６年以上の勤 部長として６年以 を有する者
務実績を有する 有する者 務実績を有する者 上の勤務実績を有
者 する者

務 ２ 交通、警備、
公安、刑事、生
活安全、組織犯
罪対策のいずれ
かの部の捜査又

年 は情報担当の巡
査部長及びこれ
に相当する警察

部 署の巡査部長と
して現に捜査等

数 に従事中の者で
あつて、かつ、
これらの職務に
巡査部長として
３年以上の勤務
実績を有する者

術 柔剣道いずれか
技 ６段以上の者

平素の勤務成績
補 勤 が著しく優秀な者

務 で、一階級上位の 平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者
成 階級に必要な能力
績 を有すると認めら

れる者

選考 平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。
方法

勤務
警部補として４年以上の勤務実績を有する者警 年数

勤務
平素の勤務成績が著しく優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

成績

選考部 平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。
方法

警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１０（第１６条関係）

巡 査 部 長 昇 任 試 験 実 施 基 準

種 別 一 般

専 門

条 件 一 部 二 部

巡 査 と し て 、 Ⅰ 類 採 用 者 で 交通、警備、公安、刑事、生活安全、

勤 Ⅰ 類 採 用 者 は あ つ て 、 巡 査 組 織犯 罪 対策 のい ずれ か の部 の捜 査又

２ 年 、 Ⅱ 類 採 と し て １ 年 以 は 情報 担 当の 巡査 及び こ れに 相当 する

受 務 用 者 は ３ 年 、 上 の 勤 務 実 績 警 察署 の 巡査 とし て現 に 捜査 等に 従事

Ⅲ 類 採 用 者 は を 有する 者 し 、又 は 過去 １年 以内 に 捜査 等に 従事
、 、験 年 ４ 年 以 上 の 勤 して いた者で あつて これら の職務に

、 、務 実 績 を 有 す Ⅰ類 採用者は ２年 Ⅱ 類採用 者は３年

資 数 る者 Ⅲ 類採 用 者は ４年 以上 の 勤務 実績 を有

する 者

格

術 柔道 、剣道又 は合気 道いずれ か初段 以上で、 かつ、 逮捕術 及び拳銃 操

技 法が有 級の者

一

試 一般 常識、警 察法規 及び警察 実務に ついて択 一式の 筆記試 験を行う 。

験 次

科

目 二 １ 警 察法規、 警察実 務につい て択一 式及び選 択式の 筆記試 験を行う 。

及

び 次 ２ 捜 査実務に 関する 記述式の 筆記試 験を行う 。

方

法 三 １ 論 文につい て筆記 試験を行 う。

２ 教 練、点検 、礼式 及び逮捕 術等術 科の考査 を行う 。

次 ３ 面 接による 人物考 査を行う 。

合 格

試験 の成績及 び平素 の勤務成 績を総 合して合 格者を 決定す る。

基 準

１ 二部 の試 験は 、当 該勤務 年数 の欄に 定め る資 格要件 を満 たし た後、

最初 に行われ る昇任 試験１回 に限り 受験する ことが できる 。

２ 三 次試験の 論文は 、二次試 験日に 実施する 。

そ ３ 術技 の資 格要 件につ いて は、 必要に より 警務 部長が 定め る別 の基準

によ ることが できる 。

の ４ Ⅱ類 及び Ⅲ類 採用者 で、 在職 中に大 学を 卒業 し、か つ、 昇任 試験委

員 会が 適任 と認 める ものの 受験 資格に つい ては 、Ⅰ類 採用 者の 受験資

他 格と 同様とす る。

５ Ⅲ類 採用 者で 、在 職中に 短期 大学を 卒業 し、 かつ、 昇任 試験 委員会

が 適任 と認 める もの の受験 資格 につい ては 、Ⅱ 類採用 者の 受験 資格と

同様 とする。

別表第１０（第１６条関係）

巡 査 部 長 昇 任 試 験 実 施 基 準

種 別 一 般

専 門

条 件 一 部 二 部

巡 査 と し て 、 Ⅰ 類 採 用 者 で 交通、警備、公安、刑事、生活安全、

勤 Ⅰ 類 採 用 者 は あ つ て 、 巡 査 組 織 犯罪 対策 の いず れか の部 の捜 査又

２ 年 、 Ⅱ 類 採 と し て １ 年 以 は 情 報担 当の 巡 査及 びこ れに 相当 する

受 務 用 者 は ３ 年 、 上 の 勤 務 実 績 警 察 署の 巡査 と して 現に 捜査 等に 従事

Ⅲ 類 採 用 者 は を有 する者 し 、 又は 過去 １ 年以 内に 捜査 等に 従事
、 、験 年 ４ 年 以 上 の 勤 し ていた 者であつ て これら の職務に

、 、務 実 績 を 有 す Ⅰ 類採用 者は２年 Ⅱ類採用 者は３年

資 数 る者 Ⅲ 類 採用 者は ４ 年以 上の 勤務 実績 を有

す る者

格

術 柔剣道 いずれか 初段以上 で、かつ 、逮捕 術及びけ ん銃の有 級者。た だ

技 し、女性 警察官に ついては 、逮捕術 、合気 道又は柔 剣道の有 級者

一

試 一般常 識、警察 法規及び 警察実務 につい て択一式 の筆記試 験を行う 。

験 次

科

目 二 １ 警察 法規、警 察実務に ついて択 一式及 び選択式 の筆記試 験を行う 。

及

び 次 ２ 捜査 実務に関 する記述 式の筆記 試験を 行う。

方

法 三 １ 論文 について 筆記試験 を行う。

２ 教練 、点検、 礼式及び 逮捕術等 術科の 考査を行 う。

次 ３ 面接 による人 物考査を 行う。

合 格

試験の 成績及び 平素の勤 務成績を 総合し て合格者 を決定す る。

基 準

１ 二 部の 試験 は、 当該勤 務年 数の欄 に定 める資 格要 件を満 たし た後 、

最初に 行われる 昇任試験 １回に限 り受験 すること ができる 。

２ 三次 試験の論 文は、二 次試験日 に実施 する。

そ ３ 術 技の 資格 要件 につい ては 、必要 によ り警務 部長 が定め る別 の基準

による ことがで きる。

の ４ Ⅱ 類及 びⅢ 類採 用者で 、在 職中に 大学 を卒業 し、 かつ、 昇任 試験委

員会 が適 任と 認め るもの の受 験資格 につ いては 、Ⅰ 類採用 者の 受験 資

他 格と同 様とする 。

５ Ⅲ 類採 用者 で、 在職中 に短 期大学 を卒 業し、 かつ 、昇任 試験 委員 会

が適 任と 認め るも のの受 験資 格につ いて は、Ⅱ 類採 用者の 受験 資格 と

同様と する。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第１１（第１７条関係）

警 部 補 昇 任 試 験 実 施 基 準

種 別
一 般 専 門

条 件

巡査部長として、Ⅰ類 次のいずれにも該当する者であること。
採用者は１年、Ⅱ類採用 １ 巡査部長として、Ⅰ類採用者は１年、Ⅱ

勤受 者は２年、Ⅲ類採用者は 類採用者は２年、Ⅲ類採用者は３年以上の
３年以上の勤務実績を有 勤務実績を有する者
する者 ２ 交通、警備、公安、刑事、生活安全、組

務 織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報
験 担当の巡査部長及びこれに相当する警察署

の巡査部長として現に捜査等に従事し、又
年 は過去１年以内に捜査等に従事していた者

であつて、これらの職務に巡査部長として
資 １年以上、かつ、各階級を通じて、Ⅰ類採

数 用者は３年、Ⅱ類採用者は５年、Ⅲ類採用
者は７年以上の勤務実績を有する者

格 術 柔剣道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及びけん銃の有級者。ただ

技 し、女性警察官については、逮捕術、合気道又は柔剣道の有級者

一
警察法規、警察実務及び一般教養について択一式の筆記試験を行う。

試
次

験
次の５科目について筆 次の３科目について筆記試験を行う。

記試験を行う。 １ 論文
科

二 １ 論文 ２ 刑法及び刑事訴訟法
２ 憲法及び行政法 ３ 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安

目
３ 刑法及び刑事訴訟法 全組織犯罪対策警察のうち１科目選択

、 、
及 ４ 交通警察 地域警察

警備公安警察及び刑事
次 生活安全組織犯罪対策

び
警察のうち１科目選択

５ 捜査実務
方

三 １ 教練、点検、礼式及び逮捕術等術科の考査を行う。法

次 ２ 面接による人物考査を行う。

合 格
試験の成績及び平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

基 準

１ 術技の資格要件については、必要により警務部長が定める別の基準
によることができる。

２ Ⅱ類及びⅢ類採用者で、在職中に大学を卒業し、かつ、昇任試験委
員会が適任と認めるものの受験資格については、Ⅰ類採用者の受験資
格と同様とする。

備 考

３ Ⅲ類採用者で、在職中に短期大学を卒業し、かつ、昇任試験委員会
が適任と認めるものの受験資格については、Ⅱ類採用者の受験資格と
同様とする。

別表第１１（第１７条関係）

警 部 補 昇 任 試 験 実 施 基 準

種 別
一 般 専 門

条 件

巡査部長として、Ⅰ類 次のいずれにも該当する者であること。
採用者は１年、Ⅱ類採用 １ 巡査部長として、Ⅰ類採用者は１年、Ⅱ

勤受 者は２年、Ⅲ類採用者は 類採用者は２年、Ⅲ類採用者は３年以上の
３年以上の勤務実績を有 勤務実績を有する者
する者 ２ 交通、警備、公安、刑事、生活安全、組

務 織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報
験 担当の巡査部長及びこれに相当する警察署

の巡査部長として現に捜査等に従事し、又
年 は過去１年以内に捜査等に従事していた者

であつて、これらの職務に巡査部長として
資 １年以上、かつ、各階級を通じて、Ⅰ類採

数 用者は３年、Ⅱ類採用者は５年、Ⅲ類採用
者は７年以上の勤務実績を有する者

格 術 柔道、剣道又は合気道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及び拳銃操

技 法が有級の者

一
警察法規、警察実務及び一般教養について択一式の筆記試験を行う。

試
次

験
次の５科目について筆 次の３科目について筆記試験を行う。

記試験を行う。 １ 論文
科

二 １ 論文 ２ 刑法及び刑事訴訟法
２ 憲法及び行政法 ３ 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安

目
３ 刑法及び刑事訴訟法 全組織犯罪対策警察のうち１科目選択

、 、
及 ４ 交通警察 地域警察

警備公安警察及び刑事
次 生活安全組織犯罪対策

び
警察のうち１科目選択

５ 捜査実務
方

三 １ 教練、点検、礼式及び逮捕術等術科の考査を行う。法

次 ２ 面接による人物考査を行う。

合 格
試験の成績及び平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

基 準

１ 術技の資格要件については、必要により警務部長が定める別の基準
によることができる。

２ Ⅱ類及びⅢ類採用者で、在職中に大学を卒業し、かつ、昇任試験委
員会が適任と認めるものの受験資格については、Ⅰ類採用者の受験資
格と同様とする。

備 考

３ Ⅲ類採用者で、在職中に短期大学を卒業し、かつ、昇任試験委員会
が適任と認めるものの受験資格については、Ⅱ類採用者の受験資格と
同様とする。
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警視庁職員任用規程（昭和61年3月27日訓令甲第3号）新旧対照表

改 正 案 現 行

別表第12から別表第24まで（現行のとおり） 別表第12から別表第24まで（略）

別記様式第１から別記様式第７まで（現行のとおり） 別記様式第１から別記様式第７まで（略）
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